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本日の議論

⚫ 前回の制度検討作業部会では、追加オークションのうち調達オークションを開催した場合
の監視方法についてご議論をいただいた一方、追加オークションのうちリリースオークション
の監視方法についてはその必要性も含めて引き続き検討するとしていたところ。

⚫ リリースオークションの価格形成に関しては電力広域的運営推進機関の「容量市場の在
り方等に関する検討会」におけるこれまでの議論を踏まえながら、改めてリリースオークショ
ンの意義をご確認いただくと共に、価格形成や監視の在り方についてご議論いただきたい。

⚫ また、2022年3月の需給ひっ迫を受けて、容量市場で調達する必要供給力算定の見
直しが進められており、次回以降の制度検討作業部会で容量市場オークションでの取
扱いをご議論いただくにあたり、本日はこれまでの検討状況についてご確認いただきたい。
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1. リリースオークションの価格形成への対応について

2. 容量市場における必要供給力算定の見直し状況
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リリースオークションの仕組み

⚫ メインオークションで調達した供給力に一定以上の余剰が認められる場合に行われる追
加オークションであり、当該容量確保契約をリリースする容量提供事業者を募集するもの
で、容量拠出金を減少させる仕組みである。

⚫ メインオークションで約定した電源等がリリースオークションの対象となり、応札するかどうか
は既に約定した電源を持つ事業者が任意に判断する。

⚫ 約定価格はシングルプライスオークションにより決定される。

第41回（2022/10/27）
容量市場の在り方等に関する検討会 資料3
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リリースオークションにおける買い入札の価格範囲

⚫ メインオークションでの約定額と市場退出による経済的ペナルティの合計額がリリースオークションに
おける買い入札価格の上限と考えられる。
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*1：市場退出時ペナルティは以下の算式から求められる。
リリースオークションへの応札は容量確保契約の変更または解約の確認を行う期間の終了後となることから、上図の市場退出によるペナルティは下記ケースaを例示。
a.市場退出が容量確保契約の変更または解約の確認を行う期間が終了する日の翌日以降の場合） 容量確保契約金額(円)×10%×退出容量(kW)÷契約容量(kW)
b.市場退出が容量確保契約の変更または解約の確認を行う期間が終了する日までの場合） 容量確保契約金額(円)×5%×退出容量(kW)÷契約容量(kW)

*2：経過措置対象電源についてリリースオークションの約定価格は経過措置に応じた減額が行われる。
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（参考）リリースオークションの応札価格

第41回（2022/10/27）
容量市場の在り方等に関する検討会 資料3
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（参考）リリースオークションの交付/請求額の算定

第41回（2022/10/27）
容量市場の在り方等に関する検討会 資料3
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リリースオークション応札目的の類別

⚫ リリースオークションの応札者には、実需給断面における供給力の提供が不可能な見込
みの事業者、リリースオークションの約定結果により供給力の提供を判断する事業者、予
定通り供給が可能な事業者に類別できる。

⚫ 予定通り供給が可能な事業者のうち、できるだけ低価格での買戻しを狙って応札を行う
ケースが想定され、応札価格のまま低価格で約定した場合は、結果的にほぼ予定収入
を維持したままリクワイアメント・ペナルティを回避できるケースが存在。

• 予定通りメインオークションでの約定に基づ
く供給力を提供

• できるだけ低価格での買い戻し

• 市場退出によりペナルティを支払うケースよ
りも損失を低減

動機

• リリースオークションの約定結果により供給
力を提供するかどうかを判断(DR実施や設
備改修の実施判断)

• 買い入札をしない

• できるだけ低い価格(最も低いケースで0円
/kW)で買い入札

• 約定価格110%以下であれば約定するよ
うに買い入札

想定される応札行動

• 買い戻し約定による確定損益が供給力を
提供・増強しないことによる機会損失よりも
大きくなる価格で買い入札

可能

不可能

メインオークション約定後
実需給断面における
供給力提供見込み

リリースオークション
約定により判断
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（参考）発電事業者等による買い入札の目的

第15回（2018/9/19）
容量市場の在り方等に関する検討会 資料4
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リリースオークションの最低価格設定に関するメリット・デメリット整理

⚫ リリースオークション最低価格を設定しないケースでは多くの参加者が集まる可能性がある一方、容量拠出金が
低減しないにもかかわらず容量市場のリクワイアメントの対象外となるといったリリース意義の小さな約定結果が
生じる可能性も懸念される。したがって、リリースオークション開催の意義の一つである容量拠出金の低減を担
保するために一定水準以上の最低価格を設定してはどうか。

デメリットメリット

最低価格を
設定しない

◼ 参加ハードルが低い
できるだけ低価格での約定を狙うために、多くの参加者が
集まる可能性がある。

◼ リリース意義が小さい(容量拠出金が低減しない、且つ
リクワイアメント対象外の事業者が増加)
高価格でも買戻ししたい参加者が少数、且つ低価格での
買戻しを狙う参加者が多数の場合、0円/kWで約定し、
容量拠出金が全く減らずにリクワイアメントの対象外となる
リスクがある。

最低価格を
設定する

◼ リリース意義を担保する(容量拠出金が低減される)
供給力を提供できなくなった場合のように買戻すインセン
ティブの強い事業者が参加することから約定の可能性の高
い価格で応札する可能性が高く、一定の容量拠出金の
低減を見込むことができる。

◼ 容量拠出金負担を減らす機会を逸する価格帯がある
1円/kW以上からメインオークション約定価格のX%未満
の価格帯では約定による容量拠出金の低減機会が無い。

◼ 参加ハードルが高い
供給力を提供できなくなった場合のように限定されたケー
スでのみ事業者は買い入札に参加する。

最低価格:
メインオークション

約定価格の
X%

(10%以上～
110%未満)

◼ 参加ハードルが低い
できるだけ低価格での約定を狙うために、多くの参加者が
集まる可能性がある。

◼ リリース意義が小さい(容量拠出金がほとんど低減しな
い、且つリクワイアメント対象外の事業者が増加)
高価格でも買戻ししたい参加者が少数、且つ低価格での
買戻しを狙う参加者が多数の場合、メインオークション約
定価格の10%未満の価格帯で約定し、容量拠出金が
ほとんど減らずにリクワイアメントの対象外となるリスクがある。

最低価格:
1円/kW

(最低単位)～
メインオークション

約定価格の
10%未満*1

*1:リリースオークション約定価格がメインオークション約定価格の10%未満の場合、メインオークション約定価格の90%以上に相当する収益が残るため(結果としてリリースしなかった
場合を基準とした場合の収支は0%から▲10%未満の間となる)、年間ペナルティ上限額がかかった場合(容量確保契約金額(円)×110%) や市場退出時の収支下限である
容量確保契約金額の▲10%よりも良い条件でリクワイアメント対象外となる。
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リリースオークションの最低価格と監視について
⚫ リリースオークションの応札価格は、市場退出による経済的ペナルティ等を考慮すれば、容量確保契約金の

0％～110％が応札者にとって合理的となる。安い価格での応札が可能であれば応札者は集まるが、特に応
札者にとって条件の良い価格帯（10％以下）で約定してしまうと、供給力はリリースされる一方、容量拠出
金の低減の効果は限定的となる。

⚫ そのため、最低入札価格については、容量拠出金低減の実効性とオークションへの参加インセンティブをでき
るだけ両立しようとする観点から、最低価格の水準をメインオークション約定価格*1の60%*2としてはどうか。
また、リリースオークションの約定結果を受けて、今後、必要に応じて調整することとしてはどうか。

⚫ また、リリースオークションへの参加は任意であり、最低価格を設定した場合はリリースオークション約定時に
容量拠出金の低減という機能を果たせることから、リリースオークションの監視については不要としてはどうか。

リリースオークションの
買い入札におけるメイ
ンオークションの約定
価格に対する比率

予定通り実需給年度の供給力を提供できる事業
者にとって年間ペナルティ上限がかかった場合や市
場退出時の収支(容量確保契約金▲10%)より
も良い収支となる領域

0%10%110%

買いインセンティブが働く最大値
実需給年度の供給力を提供できなくなった事業者
にとって市場退出により経済的ペナルティを支払う
ケースと同じ収支を実現する水準

リリースオークション
応札者数

(参加インセンティブ)

60%

リリース意義が
相対的に小さい領域

最低入札価格水準(案)

*1：各事業者に適用する基準にはエリアプライスを考慮する一方、設定基準の煩雑化を防ぐ観点から経過措置やマルチプライスでの約定価格は考慮しない価格を想定
*2：例えば、最低入札価格が約定価格となった場合、落札者は、メインオークションの約定価格の40％の交付金を受け取り、実需給期間中の容量市場のリクワイアメントは課されな

いこととなる（経過措置対象外電源の場合）。最低価格の算出にあたり1円未満の端数は切り捨てとし、応札者は最低価格以上で入札するものとする。
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1. リリースオークションの価格形成への対応について

2. 容量市場における必要供給力算定の見直し状況
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必要供給力算定に関する検討経過

⚫ 2022年3月の需給ひっ迫を受けた必要供給力見直しの取組としては、広域的運営推
進機関の「調整力及び需給バランス評価等に関する委員会」において、確率論的必要
供給予備力算定手法(EUE算定) を用いた供給信頼度の観点及び持続的需要変動
対応分の観点から検討が進められており、その検討経過についてご確認いただきたい。

第74回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
（2022年6月28日）資料2

容量市場に関係するEUE
算定や持続的需要変動対
応分の検討経過について、
本日の第73回制度検討
作業部会内でご報告予定

第77回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
（2022年9月28日）資料1-2



(参考)2022年3月の電力需給ひっ迫を受けた必要供給力見直しの必要性について

第67回制度検討作業部会
（2022年6月22日）資料4
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